
『債権法入門』第２刷（2024 年 6 月発行）において、下記の誤記がございました。 

謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正いたします。 

法律文化社 

 

 

 

正 誤 表 

 

該当箇所 正 誤 

127 頁上から 12 行目 債権者代位権行使の効果は

債務者に帰属する。 

債権者代位権行使の効果は

債権者に帰属する。 

 


